
 
INASHIKI CITY 

８月定例記者会見次第 
 

と き  令和 5年 8月 31日（木） 

午前 11時～ 

ところ  稲敷市役所 

4階 全員協議会室 

 

1．市長あいさつ 

2．令和 5年第 3回稲敷市議会定例会について 

提出案件概要説明           行政経営部長 

3． その他 

① コンビニ交付サービスについて                  市民窓口課 

② マルチコピー機（行政キオスク端末）の庁内設置について  行革・デジタル推進室 

③ 稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券事業について     産業振興課 

④ いばチャリ in稲敷の開催について                  まちづくり推進課 

⑤ 各種イベントについて                        生涯学習課 

スポーツ振興課 

4．質疑応答 

 





 

 

令和５年第３回 市議会定例会 提出案件 記者会見資料 

《Ｒ５．８．３１》 

 

■報 告 

     ・経営状況                  ・・・・・ ２件 

     ・一般会計継続費精算        ・・・・・ １件 

     ・健全化判断比率          ・・・・・ １件 

     ・資金不足比率           ・・・・・ ３件 

 

■議 案 

      ・専決処分の承認          ・・・・・ １件 

      ・条例改正             ・・・・・ ３件 

      ・Ｒ５年度 各会計補正予算     ・・・・・ ６件 

      ・Ｒ４年度 各会計決算認定     ・・・・・１２件 

      ・市道路線の廃止          ・・・・・ １件 

      ・人事（浮島財産区管理会委員）   ・・・・・ １件 

     

         合     計             ３１件 

 

 

■概 要 

○報告第６号 ＜一般財団法人稲敷市農業公社の経営状況について＞ 

・Ｒ４年度事業報告、Ｒ５年度事業計画 

 

○報告第７号 ＜株式会社いなしきエナジーの経営状況について＞ 

・第１期事業報告、第２期事業計画 

 

○報告第８号 ＜令和４年度稲敷市一般会計継続費精算報告書について＞ 

 ・個人情報保護法改正に伴う例規整備支援業務（Ｒ３～４年度）2,640,000円  

 ・地方公務員の定年延長に伴う新制度支援業務(Ｒ３～４年度) 2,640,000円 

 

○報告第９号 ＜健全化判断比率の報告について＞ 

・実質赤字比率    なし    （早期健全化基準１２．９０％） 

・連結実質赤字比率  なし    （早期健全化基準１７．９０％） 

・実質公債費比率   ９．０％（早期健全化基準２５．０％） 

・将来負担比率    なし    （早期健全化基準３５０．０％） 
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（資金不足比率の報告） 

○報告第１０号 ＜稲敷市水道事業会計の資金不足比率の報告について＞ 

○報告第１１号 ＜稲敷市工業用水道事業会計の資金不足比率の報告について＞ 

○報告第１２号 ＜稲敷市下水道事業会計の資金不足比率の報告について＞ 

・水道事業、工業用水道事業、下水道事業の３会計ともに資金不足はなし 

 

○議案第５９号 ＜専決処分の承認を求めることについて＞ 

・事故による和解 

市役所駐車場道路内において発生した物損事故の和解について、専決処分したの

で、議会に報告し承認を求めるもの 

    事故発生日   令和５年２月７日 

    損害賠償額（保険金受取額）１４３，３３０円 

 

○議案第６０号 ＜稲敷市職員の給与に関する条例の一部改正について＞ 

（主な改正内容） 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により、感染症まん延の初期段階から

職員の派遣が可能になったことに伴い、手当の名称等を改正するもの 

   改正前 「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」 

改正後 「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」 

 

○議案第６１号 ＜稲敷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について＞ 

（主な改正内容） 

 新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが５類感染症に変更されたことに

伴い、同感染症に係る感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例を廃止 

 

○議案第６２号 ＜稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

  基準を定める条例及び稲敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について＞ 

  （主な改正内容） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律、及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律の施行に伴い、関係条例中の法律を引用する条項の整理等を行うもの 

    

○議案第６３号 ＜令和５年度稲敷市一般会計補正予算（第５号）＞ 

補正額                  ３０６，７８０千円 

  補正後の予算総額          ２２，６９１，５１３千円 

（主な歳出補正） 

    ・障害者福祉事務費            ３０，７７９千円（議案書ｐ１３） 

   ・新型コロナウイルス予防接種事業     ４６，９３９千円（議案書ｐ１５） 

   ・道路新設改良事業            ９６，５００千円（議案書ｐ１８） 

   ・小学校施設維持管理費           ９，１２９千円 （議案書ｐ１８） 
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（主な歳入補正） 

  ・国庫支出金               ４９，９５２千円 

  ・繰入金                 ４１，６８０千円 

      ・繰越金                 ５８，７０８千円 

      ・市  債                １５３，８００千円 

 （継続費）   追加１件 変更１件 

 （債務負担行為）変更１件 

 （地方債）   追加２件 変更２件 

 

〇議案第６４号 ＜令和５年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）＞ 

〇議案第６５号 ＜令和５年度稲敷市介護保険特別会計補正予算（第１号）＞ 

〇議案第６６号 ＜令和５年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第１号）＞ 

〇議案第６７号 ＜令和５年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）＞ 

〇議案第６８号 ＜令和５年度稲敷市工業用水道事業会計補正予算（第１号）＞ 

 

 ・令和５年度各特別会計、公営企業会計の補正予算   単位：千円 

会  計 補正予算額 補正後の予算総額 

国民健康保険 15,299 5,278,821 

介護保険 87,705 4,102,172 

基幹水利施設管理事業 497 304,288 

後期高齢者医療 2,100 1,110,193 

工業用水道事業（資本的支出） 34,500  34,500 

（主な歳出補正）    

 ・国民健康保険は、前年度繰入金の精算による一般会計繰出金の増額 

 ・介護保険は、主に前年度の精算による国・県等返還金及び一般会計繰出金の増額 

 ・基幹水利施設管理事業は、前年度繰入金の精算による一般会計繰出金の増額 

 ・後期高齢者医療は、職員給与関係経費、保険料還付金の増額 

・筑波東部工業団地における工業用水道事業廃止に伴う施設・設備の改修経費 

 

○議案第６９号 ＜令和４年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について＞ 

 ・令和４年度一般会計の決算状況 

   歳入決算額        ２５，１６３，８１０，９６０円 

   歳出決算額        ２３，７２９，２５８，２９１円 

   歳入歳出差引残額      １，４３４，５５２，６６９円 

   翌年度への繰越財源       ５０１，１９２，０００円 

   実質収支額           ９３３，３６０，６６９円 

   ※歳入 国庫支出金、地方交付税、繰越金等の減少により０．６％の減少 

※歳出 国民健康保険特別会計繰出金、江戸崎衛生土木組合ごみ処理施設特別 

負担金等の減少により０．９％の減少 
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（令和４年度 各特別会計 決算認定） 

○議案第７０号 ＜令和４年度稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

て＞ 

○議案第７１号 ＜令和４年度稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会

計歳入歳出決算認定について＞ 

○議案第７２号 ＜令和４年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について＞ 

○議案第７３号 ＜令和４年度稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算認定について＞ 

○議案第７４号 ＜令和４年度稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算認定について＞ 

○議案第７５号 ＜令和４年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定に 

        ついて＞ 

○議案第７６号 ＜令和４年度稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

て＞ 

○議案第７７号 ＜令和４年度稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて＞ 

 

以上８案件 各特別会計の決算状況                  単位：円 

会  計 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引残額 

国民健康保険 4,791,040,865 4,697,437,664 93,603,201 

公平委員会 339,309 216,310 122,999 

介護保険 4,137,679,337 3,980,947,499 156,731,838 

浮島財産区 2,171,209      593,806 1,577,403 

古渡財産区 4,904,932 4,740,766 164,166 

基幹水利施設管理事業 287,766,000 287,268,000 498,000 

後期高齢者医療 1,106,724,187 1,098,840,078 7,884,109 

介護サービス事業 12,536,562 9,341,359 3,195,203 

計 10,343,162,401 10,079,385,482 263,776,919 
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（令和４年度 各公営企業会計 決算認定） 

○議案第７８号 ＜令和４年度稲敷市水道事業会計決算認定について＞ 

○議案第７９号 ＜令和４年度稲敷市工業用水道事業会計決算認定について＞ 

○議案第８０号 ＜令和４年度稲敷市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算 

認定について＞ 

 

以上３案件 各公営企業会計の決算状況         （税込額）単位:円 

会  計 
総 収 益 

（収入総額） 

総 費 用 

（支出総額） 
備   考 

水道事業    

 

 

 

（収益的収支） 1,026,407,696  980,310,259  

 

（資本的収支） 

 

 

19,542,000 

 

313,107,321 

△293,565,321 

※補てん財源 

過年度分損益勘

定留保資金等 

工業用水道事業    

 （収益的収支） 9,960,295 6,194,636  

  下水道事業 

（収益的収支） 2,233,590,403 1,744,141,129  

 

（資本的収支） 334,901,800 1,175,478,581 

△840,576,781 

※補てん財源 

損益勘定留保資

金、当年度利益

剰余金処分額等 

 

○議案第８１号 ＜市道路線の廃止について＞ 

・隣接土地所有者より一体的に利用したいとの要望があることから、 

市道（江）２２３７号線を廃止しようとするもの 

 

○議案第８２号 ＜稲敷市浮島財産区管理会委員の選任について＞ 

・委員の死去に伴い、浮島財産区管理会委員１名の選任について議会の同意を求めるもの 

  稲敷市浮島３２２０番地  濵田 一三 

【任期：令和５年１０月１日から令和７年６月３０日】 
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令和５年第３回稲敷市議会定例会 会期日程表 

（会期：９月５日～９月２９日 ２５日間） 

日次 月 日 曜日 開議時間 会議種別 議       事 

１ ９月 ５日 火 午前１０時 本会議 

◎開会 

◎市長提案理由の説明 

◎決算審査特別委員会の設置 

２ ９月 ６日 水  休 会 
議案調査日 

議案等質疑通告締切（正午） 

３ ９月 ７日 木 午前１０時 本会議 ◎一般質問 （６名／１１名のうち） 

４ ９月 ８日 金 午前１０時 本会議 

◎一般質問 （５名／１１名のうち） 

◎発言通告による議案質疑 

◎常任委員会・決算審査特別委員会 議案付託 

５ ９月 ９日 土  休 会  

６ ９月１０日 日  休 会  

７ ９月１１日 月 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（総務教育常任委員会） 

８ ９月１２日 火 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（総務教育常任委員会） 

９ ９月１３日 水  休 会 （常任委員会・決算審査分科会審査 予備日） 

１０ ９月１４日 木 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（市民福祉常任委員会） 

１１ ９月１５日 金 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（市民福祉常任委員会） 

１２ ９月１６日 土  休 会  

１３ ９月１７日 日  休 会  

１４ ９月１８日 月  休 会 （敬老の日） 

１５ ９月１９日 火 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（産業建設常任委員会） 

１６ ９月２０日 水 午前１０時 委員会 
◎常任委員会・決算審査分科会審査 

（産業建設常任委員会） 

１７ ９月２１日 木  休 会 （常任委員会・決算審査分科会審査 予備日） 

１８ ９月２２日 金  休 会 （常任委員会・決算審査分科会審査 予備日） 

１９ ９月２３日 土  休 会 （秋分の日） 

２０ ９月２４日 日  休 会  

２１ ９月２５日 月  休 会 議事整理 

２２ ９月２６日 火 午前１０時 委員会 ◎決算審査特別委員会 （全体審査） 

２３ ９月２７日 水  休 会 （決算審査特別委員会 全体審査 予備日） 

２４ ９月２８日 木  休 会  議事整理 

２５ ９月２９日 金 午前１０時 本会議 
◎委員長報告、討論、採決 

◎閉会  
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一 般 質 問 通 告 書 一 覧 表 

 

令和５年第３回定例会 

質問

順位 

質問 

方式 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

１ 一 問

一 答 

無 藤 智 恵 美 

議 員 

自然エネルギ

ーとして期待

される太陽光

発電をよりサ

ステナブルに

活用するため

の規制の導入

について 

①市の森林や生物多様性の保護、生活の

基盤となる地球環境を守る事に対する

市の姿勢について 

②太陽光発電施設を建設するためのガイ

ドラインの詳細について 

③ガイドラインに則らなかった業者に対

する法的な罰則はあるか 

④ガイドラインに則り申請された件数と

未申請件数について 

⑤本市における発電施設の事業者につい

て、個人と企業の割合について 

⑥過去 10年間に、市内で太陽光発電施設

建設を理由として行われた森林伐採は

どのくらいの規模か 

⑦森林を伐採し、発電施設が建設され、自

然や生態系が破壊される事について市

長と副市長の考えは 

⑧お話したことを組み込み、ルールを策

定することに問題や国からの規定など

はあるか 

⑨市の財産である市民の生活と企業、自

然。本市を守るためのルール策定をす

るか 

⑩策定する場合、完成までの期間はどの

くらいか 

⑪本市の財産は何かを具体的に市長に伺

います 

市長 

副市長 

地域振興部長 

市民生活部長 

２ 一 問

一 答 

鈴 木 正 志 

議 員 

新たなまちづ

くりについて 

（１）筧市政２期目の新たなまちづくり

について伺います。 

①「持続可能な地域づくりプラン」につい

て 

②「稲敷＜新＞未来ビジョン」について 

（２）町村合併・市政施行 20周年記念式

典及び記念事業について伺います。 

①記念式典の開催計画について 

②記念事業の開催計画について 

市長 

副市長 

行政経営部長 
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質問

順位 

質問 

方式 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

３ 一 問 

一 答 

髙 山  久 

議 員 

１．文化財の

保存・活用に

ついて 

①無形民俗文化財の継承を担う人材の育

成と体制強化について 

②文化財保存活用地域計画や個別の保存

計画の策定について 

③歴史的資産を活用した観光行政の推進

について 

市長 

教育長 

地域振興部長 

教育部長 

２．市有資産

の有効活用及

び公共施設の

利活用につい

て 

①コロナ禍後の市内公共施設の利用率向

上に向けた取組み及び利用率などのデ

ータ管理の状況について 

②市内公共施設の利用申込み及び決済に

ついて 

③ＩＣＴを活用した公共施設の予約シス

テム導入について 

④市有財産利活用における透明性の確保

について 

市長 

副市長 

行政経営部長 

教育部長 

４ 一 問 

一 答 

寺 﨑 久 美 子 

議 員 

１．施設管理

一元化につい

て 

 維持管理、固定資産等を各部署管理か

らデジタル一元管理・スマート化するこ

とについて提起します。 

（１）維持費、稼働率、収益、財産管理等

がバラバラで管理され、情報の共有が図

られておらず非効率であり、ランニング

コストのバラつきや費用の膨張がみられ

ます。 

①全施設の経費、施設の情報共有（各々施

設管理状態、費用、仕様等）について 

②維持費、稼働率の可視化について 

③鍵の貸し出し省力化と利便性（スマー

トロック導入）完全機械警備について 

（２）人口減少による税収減対策にＤＸ

推進デジタル一元化でコスト削減・職員

業務改革・市民サービスについて伺いま

す。 

市長 

副市長 

行政経営部長 

教育部長 

２．災害から

命をどう守る

か 

 線状降水帯が発生し、短時間に記録的

大雨が各地に被害をもたらしている昨

今、これまで以上の事前防災強化、先を見

越した防災について提起します。 

（１）台風２号による大雨情報の取得と

冠水予知・避難所開設の対応は事前防災

行動計画に基づいた行動、安全確保の市

民と行政の整合が図られていたか伺いま

す。 

①情報の取得、判断、情報の周知の仕組

み、タイムスケジュールについて 

②浸水想定深を活用した取組み、ＡＩの

導入でリアル体験について 

③歴史から学び、未来につなぐ取組みに

ついて 

（２）ワークショップ等の開催、こども

（学校）大人（家族）地域のコミュニティ

の強化による命を守る事前防災について

伺います。 

市長 

副市長 

危機管理監 

教育部長 
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質問

順位 

質問 

方式 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

５ 一 問

一 答 

山 本 彰 治 

議 員 

１．りんりん

ロードの活用

法について 

 2016 年に自転車活用推進法が制定さ

れ、つくば霞ヶ浦りんりんロードは、2019

年に全国で６か所あるナショナルサイク

ルルートに制定されました。自転車の活

用、サイクルツーリズムは、ここ数年前か

ら、ＳＤＧｓの観点や健康増進のために、

注目されている分野です。全国を代表す

るりんりんロードの今後の活用方法につ

いて伺います。 

市長 

地域振興部長 

２．高齢者に

対する補聴器

購入補助につ

いて 

 高齢性の難聴は、70 歳代の半数がなっ

ていると言われており、認知症の原因に

なるとも言われております。今後さらに

高齢化が進む中で、聞こえにくいことに

よる更なる疾患を予防し、いきいきと暮

らしていくためにも、高齢による難聴者

に対して補聴器の購入補助の導入につい

て伺います。 

市長 

保健福祉部長 

６ 一 括

質 問 

篠 田 純 一 

議 員 

１．社会教育

について 

 社会教育の重要性と公民館のあり方に

ついて、その認識を伺います。 

市長 

副市長 

教育長 

教育部長 

２．市内公共

施設の使用料

について 

 市内公共施設使用料の無償化を検討し

てみてはいかがか伺います。 

市長 

副市長 

行政経営部長 

教育部長 

７ 一 括

質 問 

染 谷 久 仁 桂 

議 員 

１．本市にお

ける少子化対

策への取組み

について 

 本市の少子化対策への取組みの現状に

ついて、結婚、妊娠・出産、子育て、教育、

仕事それぞれの過程における大人への支

援策、こどもへの支援策を伺います。ま

た、少子化対策として、本市で取り組める

施策について、本市ならではの取組みを

伺います。 

市長 

副市長 

行政経営部長 

地域振興部長 

保健福祉部長 

教育部長 

２．本市にお

ける英語教育

の取組みにつ

いて 

 本市は、日本の玄関口である成田空港

に 30分と近距離であり、今年度からは航

空業界学習支援事業の実施を通じて、将

来のこども達のために取り組んでいる英

語教育の内容について伺います。また、教

育の格差を無くすべく、今後の英語教育

のあり方について具体的な施策を伺いま

す。 

市長 

教育長 

教育部長 
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質問

順位 

質問 

方式 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

８ 一 問 

一 答 

椎 野  隆 

議 員 

１．マイナン

バーカードの

運用に関し懸

念されること

について 

①マイナンバーカードの発行に関する問

題点について 

②運用上の問題点について 

③制度の問題点の整理とその対応につい

て 

市長 

行政経営部長 

市民生活部長 

保健福祉部長 

２．第３次産

業のうち商業

等生活に関係

する事業の活

性化について 

①本市の３次産業のうち、直近 10年間の

卸売り・小売業等の推移の分析と対策

について 

②対策に係る本市の予算措置の状況は 

③市内の商店街の独自の活動にはどのよ

うなものがあるか 

④茨城県の「いばらき高齢者優待制度（い

ばらきシニアカード）」について、取扱

店舗数及びカードの発行枚数は 

⑤「いばらき子育て家庭優待制度（いばら

き Kids Clubカード）」について、取扱

店舗数及びカードの発行枚数は 

⑥これらの制度については、地域の活性

化に繋げるため、広く市民に周知を図

るべきと思うがいかがか 

市長 

副市長 

地域振興部長 

保健福祉部長 

９ 一 問

一 答 

松 戸 千 秋 

議 員 

介護保険によ

る特定福祉用

具購入及び住

宅改修におけ

る「受領委任

払い」の利用

について 

 現在、本市では介護保険における介護

サービス、介護予防サービスが利用でき

ます。サービスの中でも高額となる”住

宅改修費”は、いったん利用者が全額改

修費を支払い、後日改修費が支給される

「償還払い」となっております。利用者負

担を軽減できる「受領委任払い」とする考

えについて伺います。 

保健福祉部長 

１０ 一 括

質 問 

根 本  浩 

議 員 

農業の一人負

けの構造が農

村地帯の過疎

化に拍車をか

けている現状

について 

 本市の基幹産業と言われている農業で

すが、その農業面積は昔から同じように

見えますが、例えば１件で２ヘクタール

を耕作していた人たちが 25人いて、50ヘ

クタール耕作していた時と違い、今では

一人で耕作する時代になり、他の 24人は

働き口を求めなければならなくなりまし

た。世に言う移動動態が加速、農村地帯の

人口減少の一因を生んでいると考えま

す。どのような対策を考えているのか伺

います。 

市長 

副市長 

行政経営部長 

地域振興部長 
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質問

順位 

質問 

方式 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答弁者 

１１ 一 問

一 答 

浅 野 信 行 

議 員 

１．認知症基

本法について 

 2023年６月 14日、認知症基本法案が参

議院本会議で可決成立しました。認知症

基本法とは、認知症がある人でも尊厳を

もって社会の一員として自分らしく生き

るための支援や、認知症予防のための施

策を定めるための法律です。 

 第１章第９条で、認知症の日は９月 21

日。認知症月間は９月１日から 30日に定

められました。認知症基本法では、認知症

とどう向き合っていくか、その方針が示

されました。本市の取組みを伺います。 

市長 

保健福祉部長 

２．ハザード

マップについ

て 

 障がいの特性に応じた水害ハザードマ

ップを作成している自治体は、作成中・検

討中を含めても全体の 5.9％しかありま

せん。本市の現状と取組みを伺います。 

市長 

危機管理監 
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令和５年８月３１日 

市民生活部 市民窓口課 

 

 

コンビニ交付サービスについて 

 

 

標記の件について、下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

〇 コンビニ交付サービスで交付できる証明書を追加 

  ・追加する証明書……戸籍謄抄本及び戸籍の附票の謄抄本 

  ・手数料……令和６年３月３１日まで１０円 

（窓口手数料は戸籍謄抄本４５０円、戸籍の附票２００円） 

・対象者……稲敷市に本籍がある方 

（稲敷市以外に住所がある方は、利用登録が必要） 

 

〇 開始日 

  令和５年９月２５日（月）午前６時３０分～ 

 

〇 稼働時間 

午前６時３０分～午後１１時 

 

〇 交付場所 

 ・セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマート・ 

   ミニストップ及びイオンに設置してあるマルチコピー機 

   ※ミニストップ及びイオンは同日より追加予定 

 ・かんたん窓口（市民窓口課内） 

・市役所内に設置予定のマルチコピー機（令和５年１０月１６日設置予定） 

  

〇 交付に必要なもの 

    マイナンバーカード・利用者証明用電子証明書（４桁） 

  

※ 県内の自治体で戸籍証明書を発行できる自治体は、日立市・つくば市・   

神栖市・大子町の４市町で、それに続いて５番目の導入自治体となります。 
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令和５年８月３１日 

行政経営部 企画財政課  

行革・デジタル推進室 

 

 

マルチコピー機（行政キオスク端末）の庁内設置について 

 

 稲敷市は、市民の利便性向上と窓口業務の負担軽減を図るため、コンビニエ

ンスストア等に設置されているマルチコピー機を導入いたします。 

 

 

記 

 

  

〇 使用開始日  

   令和５年１０月１６日（月） 

 

〇 稼働時間 

   午前８時３０分～午後５時１５分 

（土日祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

 

〇 設置場所 

   稲敷市役所１階 

 

〇 発行可能 

   住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票 

課税・非課税証明書・・・・各１０円 

 

〇 交付に必要なもの 

   マイナンバーカード・利用者証明用電子証明書（４桁） 

 

〇 導入費用 

   2,695,000円（内消費税 245,000円） 

 

 

 

※県内の自治体でマルチコピー機を導入している自治体は、石岡市、小美玉市、

下妻市、つくば市等となります。 
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【報道関係者各位】 

令和 5年 8月 31日 

産業振興課 

 

 

 

 

 

【目的】 

・電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた住民の方や事業者の負担を

軽減するため、市民一人当たり 3,000円、法人 50,000円、個人事業主

20,000円の暮らし応援商品券を配布します。 

 

【対象者】 

・市民    ３７，８８６人 １６，３７３世帯  （R5.8.1現在） 

・法人及び個人事業主  約１，７３０事業所  

 

【商品券の発送方法及び使用期限】 

・住民の方に対しては、令和 5年 10月上旬を目途に世帯主宛てに簡易書留によ

り郵送予定です。 

・事業者については令和 5年 9月 15日から申請受付を開始します。 

 （令和 4年度に稲敷市物価高騰等対策経営継続支援金の申請をした事業者に 

ついては申請を省略） 

・使用期限は、令和 6年 2月 29日までとなります。 

 

【予算】 

   単位：千円 

  予算 内住民向け 内事業者向け 

郵便料 11,200 10,000 1,200 

商品券印刷及び封入封緘委託費 11,000 11,000 

事務費 2,400 2,400 

暮らし応援商品券 168,000 114,000 54,000 

合計 192,600   

 

 

 

稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券事業について 

■本件に関するお問い合わせ、ご取材の申し込みは下記までご相談ください。 

稲敷市産業振興課 

連絡先：029-892-2000 担当：鹿内、大竹 
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暮らし応援商品券（事業者向け）のお知らせ

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、厳しい経済状況にある法人及び個人事業主
を対象に予算の範囲内で商品券を発行します。

■対象となる主要件
①令和５年６月１日時点で開業していること (※１)
②稲敷市内に事業所を有する中小企業者等または

個人事業主であること（※２）
③申請日時点で営業実態があり、今後も事業を継続

する意思があること
④法人は法人税確定申告を、個人事業主は確定申告

をしていること（※１）
⑤下記のいずれかに該当すること。

・営業等収入又は不動産収入があること。ただし、
農業収入又は給与収入が主たる収入の場合は除
く。
※不動産収入は不動産貸付業及び駐車場業とし

て個人事業税が課税される基準を満たす場
合に限る。

・雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事
業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得も
しくは給与所得で確定申告をしている個人事業
主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。

交付対象者

目的

※１ 創業間もない方や確定申告をまだ行っていない方は…
○法人の方

創業間もない場合は、令和５年６月１日以前に法人設立届出書を提出していること。（申請
の際に、法人設立届出書の写し（収受日付印等があるもの）を提出してください。）

○個人事業主の方
令和５年１月１日以降開業の場合は、令和５年６月１日以前に個人事業の開業・廃業届出書
を提出していること。（申請の際に、個人事業の開業・廃業等届出書の写し（収受日付印等
があるもの）を提出してください。）

※２ 事業所とは…物の生産またはサービスの提供が、従業者と設備を有して、一定の場所において
継続的に行われていること。
【対象例】本店、本社、支店、営業所、事務所、工場等

中小企業者等とは… 中小企業基本法第２条第１項に定めるものに、社会福祉法人、医療法人、
一般社団財団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人等を加えたもの

■交付額（１交付対象者１回限り）

法人の方 一律 ５万円
（1冊5,000円×10セット）

個人事業主の方 一律 ２万円
（1冊5,000円× 4セット）

※1冊：500円×10枚
内訳 赤色の券5枚（全ての取扱店で利用可）

青色の券5枚（ショッピングセンター等では利用不可）
※利用できるお店は、取扱店一覧をご確認ください。

■申請期間

令和５年９月１５日（金）
～ 令和６年１月３１日（水）

※当日消印有効

■商品券有効期限

令和５年１０月１日（日）
～ 令和６年２月２９日（木）

交付額・申請期間

※令和4年度稲敷市農業用肥料価格高騰緊急対策事業
の給付を受けた方は対象外です。

※令和5年度稲敷市畜産農家物価高騰対策事業の給付
を受ける方は対象外です。

※公益法人、政治団体、宗教団体の方は対象外です。
※商品券の発行にあたっては、稲敷市物価高騰対策

暮らし応援商品券（事業者分）交付事業実施要綱
に基づきます。

【お問合せ先】
稲敷市 地域振興部 産業振興課 企業誘致推進室
住所 〒300-0595

茨城県稲敷市犬塚1570番地１
電話 029-892-2000（代）

午前８時３０分～午後５時１５分まで
（土・日・祝日を除く）

稲敷市マスコットキャラクター
稲敷いなのすけ

令和４年度稲敷市物価高騰等対策経営継続支援金を申請した方には、
申請不要で商品券を発送します。（廃業等の方は除きます。）
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■申請書類について
【法人の方】
①稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券交付申請書（様式第１号）
②直近の法人税確定申告書「別表一」の控えの写し

（創業まもなく確定申告書を提出していない場合は、
法人設立届出書の写し（収受日付印等が令和５年６月１日以前のもの））

※原則、税務署の収受日付印の押印があるもの
③履歴事項全部証明書の写し（発行から３か月以内のもの）
④（市外本店の場合のみ）事業所等の所在が市内に確認できる書類（建物の登記簿等）

【個人事業主の方】
①稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券交付申請書（様式第１号）
②令和４年分の確定申告書「第一表」及び「第ニ表」の控えの写し

（令和５年１月１日以降に開業している場合は、
個人事業の開業・廃業等届出書の写し（収受日付印等が令和５年６月１日以前のもの））

※原則、税務署の収受日付印の押印があるもの
③本人確認書類の写し
④（市外住所の場合のみ）事業所等の所在が市内に確認できる書類（建物の登記簿等）

■申請書（様式）の入手方法
市ホームページよりダウンロード又は稲敷市役所２階企業誘致推進室窓口で配付
※（HP）事業者向け「暮らし応援商品券」について

https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page009286.html

申請書類

■申請書類を揃えたうえで、下記①～③いずれかの方法で申請してください。

①郵送による申請
申請書類を下記の宛先へ郵送してください。

〒３００－０５９５
稲敷市犬塚１５７０番地１
稲敷市役所 企業誘致推進室 事業者向け暮らし応援商品券事務局

※レターパックや簡易書留など、信書が送れ、追跡が出来る方法での郵送をお願いします。
※必要に応じて、書類の訂正、追加及び説明を求めることがあります。
※申請書類の返却はいたしません。

②電子メールによる申請
申請書類を添付のうえ、下記アドレスまで電子メールで送信してください。

【アドレス】r5syouhinken@city.inashiki.lg.jp （容量が７MBを超える場合は分割して送付）

※メール受信後、３営業日以内に受領の返信メールを送付します。
返信メールが届かない場合はお手数ですがお問合せください。

③申請書類を窓口へ持参
稲敷市役所２階 企業誘致推進室へ申請書類を直接提出してください。

申請先
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【報道関係者各位】 

令和 5年 8月 31日 

まちづくり推進課 

 

 

 

 

 

 

【目  的】 

 健康志向への意識向上や、余暇活動に自転車を利用する人が増えており、茨城県内で

も「つくばりんりんロード」など、サイクリングを取り巻く環境が日々整備されていま

す。稲敷市においては、2 回目のいばチャリ開催になりますが、茨城放送様と協力・連

携し、サイクリングイベントを通じて、市内の魅力を発信し、前回のルートとは違う約

35kmの道のりを、風景を楽しみながら、4か所のエイドステーション（休憩所）に立寄

り、市内の歴史的文化財や特産品、名物品を楽しんでいただきます。 

 

【開催日時】  

令和 5年 10月 1日（日）9:00スタート/15：00ゴール予定 ※雨天決行 

 

【参加人数】  

100名予定 

 

【走行形態】 

 フリー走行 

 

【ル ー ト】 

 稲敷市内約 35ｋｍ 

 こもれび森のイバライド（スタート）～平井家住宅～チーズ工房～ いなのすけ市場～ 

リバーサイド公園（江戸崎商店街）～こもれび森のイバライド（ゴール） 

※ルートは予定の為変更になる場合があります。 

 

【主  催】 ＬｕｃｋｙＦＭ茨城放送 

【共  催】 稲敷市 

 

いばチャリ in稲敷の開催について 

〇本件に関するお問合せ 

 ・株式会社茨城放送イベント事業部 連絡先 029-243-4111 

 ・稲敷市役所まちづくり推進課   連絡先 029-892-2000 
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